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「第 6 版 登録販売者合格教本」  

厚生労働省「試験問題作成に関する手引き（令和 5 年 4 月）」への 

対応について（書籍の修正点について）  

 

 「試験問題作成に関する手引き」が令和 5 年 4 月に一部改訂となりました。  

 「試験問題作成に関する手引き（令和 5 年 4 月）」は「令和 4 年 3 月作成、

令和 5 年 4 月一部改訂」と記してある通り、令和 4 年 3 月版を一部改訂したも

のです。  

 大きな変更点は、「登録販売者の管理者要件の一部見直し等」と「濫用等の

おそれのある医薬品の指定範囲が改正されたこと」の 2 点で、令和 5 年 4 月 1

日より変更になっています。  

 以下に、該当する書籍のページ数、修正前の文章、修正後の文章を掲載しま

す。修正後の内容で試験対策をするよう、お願い申し上げます。  

 

■p.290下から3行目～ p292上から8行目の本文を  

 以下のように修正してください（赤字部分が修正部分です）。  

修

正

前  

（2）店舗管理者になるには  

 なお、登録販売者が店舗管理者になるためには、薬局、店舗販売業ま

たは配置販売業において、過去 5 年間のうち、 

① 一般従事者（その薬局、店舗または区域において実務に従事する薬

剤師または登録販売者以外の者）として薬剤師または登録販売者の

管理および指導の下に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務（店舗管理者または区域管理者としての業務

を含む）に従事した期間  

が通算して 2年以上（従事期間が月単位で計算して、1か月に 80時間以上

従事した月が 24か月以上、または、従事期間が通算して 2年以上あり、か

つ、過去5年間において合計 1,920時間以上）あることが必要です。  

 ただし、これらの従事期間が通算して 2年以上であり、かつ、過去に

店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者とな
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れることとされています。  

修

正

後  

（2）店舗管理者になるには  

 なお、登録販売者が店舗管理者になるためには、薬局、店舗販売業ま

たは配置販売業において、  

① 一般従事者※ 1として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2に従事した期間  

が、過去5年間のうち通算して2年以上（従事期間が月単位で計算して、

1か月に80時間以上従事した月が 24か月以上、または、従事期間が通算

して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計 1,920時間以上）ある。 

または、  

① 一般従事者※ 1として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2に従事した期間  

が、過去5年間のうち通算して 1年以上（従事期間が月単位で計算して、

1か月に160時間以上従事した月が 12か月以上、または、従事期間が通算

して1年以上あり、かつ、過去 5年間において合計 1,920時間以上）あり、

第15条の11の3、第147条の11の3および第149条の16に基づいて毎年度受

講する必要がある研修に加えて、店舗の管理および法令遵守に関する追

加的な研修を修了していることが必要です。  

 ただし、これらの従事期間が通算して 1年以上であり、かつ、過去に

店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者とな

れることとされています。  

※1 一般従事者：その薬局、店舗または区域において実務に従事する薬

剤師または登録販売者以外の者。  

※2 登録販売者として業務：店舗管理者または区域管理者としての業務

を含む。  
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■p.298上から1行目～上から 14行目の本文を  

 以下のように修正してください（赤字部分が修正部分です）。  

修

正

前  

（5）区域管理者になるには  

 登録販売者が区域管理者になるためには、薬局、店舗販売業または配

置販売業において、過去5年間のうち、  

① 一般従事者（その薬局、店舗または区域において実務に従事する薬

剤師または登録販売者以外の者）として薬剤師または登録販売者の

管理および指導の下に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務（店舗管理者または区域管理者としての業務

を含む）に従事した期間  

が通算して 2年以上（従事期間が月単位で計算して、1か月に 80時間以上

従事した月が 24か月以上、または、従事期間が通算して 2年以上あり、

かつ、過去 5年間において合計1,920時間以上）あることが必要です（法

第31条の2第 2項、規則第 149条の2）。  

 ただし、これらの従事期間が通算して 2 年以上であり、かつ、過去に

店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も区域管理者とな

ることができます。  

修

正

後  

（5）区域管理者になるには  

 登録販売者が区域管理者になるためには、薬局、店舗販売業または配

置販売業において、  

① 一般従事者※ 1として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2に従事した期間  

が、過去5年間のうち通算して2年以上（従事期間が月単位で計算して、

1か月に80時間以上従事した月が 24か月以上、または、従事期間が通算

して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計 1,920時間以上）ある

ことが必要です（法第 31条の2第2項、規則第 149条の2）。  

または、  

① 一般従事者※ 1として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下
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に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2に従事した期間  

が、過去5年間のうち通算して 1年以上（従事期間が月単位で計算して、

1か月に160時間以上従事した月が 12か月以上、または、従事期間が通算

して1年以上あり、かつ、過去 5年間において合計 1,920時間以上）あり、

第15条の11の3、第147条の11の3および第149条の16に基づいて毎年度受

講する必要がある研修に加えて、区域の管理および法令遵守に関する追

加的な研修を修了している  

 ただし、これらの従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、過去に

店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も区域管理者とな

ることができます。  

※ 1 一般従事者：その薬局、店舗または区域において実務に従事する薬剤

師または登録販売者以外の者をいう。  

※ 2 登録販売者として業務：店舗管理者または区域管理者としての業務

を含む。  
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■p.321上から5行目～下から 10行目の本文を  

 以下のように修正してください（赤字部分が修正部分です）。  

修

正

前  

 なお、この名札については、薬局、店舗販売業または配置販売業に

おいて、過去 5年間のうち薬局、店舗販売業または配置販売業におい

て、一般従事者※として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間および登録販売者として業務（店舗管理者また

は区域管理者としての業務を含む）に従事した期間が通算して 2年（従

事期間が月単位で計算して、 1か月に80時間以上従事した月が 24か月、

または、従事期間が通算して 2年以上、かつ、過去 5 年間において合計

1,920時間）に満たない登録販売者である場合については、「登録販売

者（研修中）」などの容易に判別できるような表記をすることが必要

です。  

 また、薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、この登録販

売者については、薬剤師または登録販売者（前述の過去 5年間のうち業

務に従事した期間が 2年に満たない場合を除く）の管理および指導の下

に実務に従事させなければなりません（規則第 15条、第147条の2、第149

条の6）。  

 ただし、従事期間が通算して 2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者

等として業務に従事した経験がある場合はこれらの規定は適用されま

せん。  

※  一般従事者とは、その薬局、店舗または区域において実務に従事す

る薬剤師または登録販売者以外の者のこと。  

修

正

後  

 なお、この名札については、登録販売者であって、  

① 一般従事者※ 1 として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2 に従事した期間  

が、過去 5 年間のうち通算して 2 年以上（従事期間が月単位で計算し

て、1 か月に 80 時間以上従事した月が 24 か月以上、または、従事期間

が通算して 2 年以上あり、かつ、過去 5 年間において合計 1,920 時間以
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上）ある。  

または、  

① 一般従事者※ 1 として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下

に実務に従事した期間  

② 登録販売者として業務※ 2 に従事した期間  

が、過去 5 年間のうち通算して 1 年以上（従事期間が月単位で計算し

て、1 か月に 160 時間以上従事した月が 12 か月以上、または、従事期間

が通算して 1 年以上あり、かつ、過去 5 年間において合計 1,920 時間以

上）あり、第 15 条の 11 の 3、第 147 条の 11 の 3 および第 149 条の 16

に基づいて毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗または区域の

管理および法令遵守に関する追加的な研修を修了している登録販売者

以外の登録販売者（以下「研修中の登録販売者」という。）は、「登録

販売者（研修中）」などの容易に判別できるような表記をすることが必

要である。  

 また、薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、研修中の登

録販売者については、薬剤師または登録販売者（研修中の登録販売者を

除く）の管理および指導の下に実務に従事させなければならない（規則

第 15 条、第 147 条の 2、第 149 条の 6）。  

 ただし、従事期間が通算して 1 年以上であり、かつ、過去に店舗管理

者等として業務に従事した経験がある場合はこれらの規定は適用され

ない。  

※ 1 一般従事者：その薬局、店舗または区域において実務に従事する

薬剤師または登録販売者以外の者をいう。  

※ 2 登録販売者として業務：店舗管理者または区域管理者としての業

務を含む。  
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■p.322 囲み「●濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定す

る医薬品」のかっこ書きを削除  

修

正

前  

●濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品  

ⅰ）エフェドリン  

ⅱ）コデイン（鎮咳
がい

去痰
たん

薬に限る）  

ⅲ）ジヒドロコデイン（鎮咳
がい

去痰
たん

薬に限る）  

ⅳ）ブロモバレリル尿素  

ⅴ）プソイドエフェドリン  

ⅵ）メチルエフェドリン（鎮咳
がい

去痰
たん

薬のうち、内用液剤に限る）  

修

正

後  

●濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品  

ⅰ）エフェドリン  

ⅱ）コデイン  

ⅲ）ジヒドロコデイン  

ⅳ）ブロモバレリル尿素  

ⅴ）プソイドエフェドリン  

ⅵ）メチルエフェドリン  

 

技術評論社  書籍編集部  

 

 


